
採光に関する基準④
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■２室を１室と見なせる場合（法第２８条第４項） ※県取扱いあり

・ふすま、障子等で随時開放できるもので仕切られている２室は１室と見なせる。
・開口幅（下図の(Ｌ)が、他の部屋を介して採光する室の幅（下図の(Ｗ)）の１／２以上
あること。

・（Ｌ）は、（Ｗ）の１／２以上が随時開放可能なものであること。
・Ａ室の採光する面は問わない。（《図－１》の(ア)～(エ)のいずれの面でもよい。）
・（Ｌ）及び（Ｗ）の幅は、壁芯間の距離とする。ただし、（Ｌ）の端部に壁厚の
1.5 倍以上の幅の柱がある場合は、《図－２》のように柱仕上面から壁厚の1/2
の位置を、また、（Ｌ）の端部に袖壁がある場合は、（Ｌ）の有効開口端部から
壁厚の1/2 の位置を壁芯とみなして（Ｌ）の幅とする。

採光に関する基準⑤
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■R5法改正での住宅の採光の緩和規定

済）



【参考】採光適合確認の作成例

53

詳細
P-34，36

１階の和室の場合

D

H

【参考】採光適合確認の作成例
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詳細
P-60

【計算】
（D/H×６-1.4）×B ≧ S/7

（1.65/4.483×６-1.4）×2.52 ≧ 11.593/7
2.01 ≧ 1.66 → OK（適合）

有効採光面積 E 必要採光面積 E

住居系の用途地域 住宅の居室



採光計算や壁量計算等の解説（入門）
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採光に関する基準
換気に関する基準
構造関係規定の見直し

換気に関する基準①

56

■換気が必要な居室等（法第２８条第２項）

居室には換気のための窓や換気設備を設けなければなりません。

換気に有効な部分の面積≧居室の床面積×１／２０

居室の床面積の1/20未満で面積が確保できない場合
→換気設備を設けなければならない。

施行令第２０条の２
自然換気設備（第１項第一号イ）
機械換気設備（第１項第一号ロ）
空気調和設備（第１項第一号ハ）

※隣地境界線までの距離などは問われない。
※２室を１室に扱えるのは採光と同じ

■換気に有効な部分

換気に有効な部分の面積は、開口部の内、直接外気に開放できる部分のみをいう。
窓の形式により、有効窓面積に倍数を掛ける。（例 引違い窓：1/２、３枚引違い：2/３）



換気に関する基準②
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■換気設備を必ず設けなければならない場合

○有効換気面積が確保できない場合

○劇場、映画館、集会場、観覧場などの特殊建築物の場合

○火気を使用する設備を使用する場合（法第２８条第３項後半）

火気を使用する設備や器具があると、空気が汚れるため、居室であるかどうかに関
わらず、換気設備を設置する必要がある。

対象となる室

調理室、浴室その他の室で、かまど、コンロその他火を使う設備、器具を設けた室

↓

換気設備の技術的基準（施行令第２０条の３第２項）に適合した換気設備を設ける

【火気使用室でも換気設備を設けなくてよい室】
・密閉式燃焼器具などのみを設けた室
・床面積の合計が１００㎡以内の住宅または住戸に設けられた調理室

※床面積の1/１０以上かつ０．８㎡以上の換気上有効な窓が設けられていること

※密閉式燃焼器具などの器具以外で発熱量合計が１２ｋW以下のもの

・調理室以外の室
※発熱量の合計が６ｋW以下の火気使用設備などを設け、かつ換気上有効な開口部を設けたものに限る

条件を満たしている場合に限る

換気に関する基準③
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換気に関する基準④
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■シックハウス対策（法第２８条の２）

住宅に限らず、居室を有する全ての建築物に対策が
義務づけられている。

○規制内容
使用する建築材料の規制（施行令第２０条の６）
・クロルピリホスを添加した材料は使用禁止
・ホルムアルデヒドを発散する材料の使用を

制限
→ 建材に含まれるホルムアルデヒドの発散量

に応じて、建材の使用面積が制限され、必要
換気回数に応じた換気設備が必要になる。

■換気設備の設置の義務
規制対象外（F☆☆☆☆）を使用する場合でも、原則として全ての建築物に機械換気

設備（２４時間換気システムなど）の設置が義務付けられている。
規制対象外建材を使用した場合の換気回数

住宅等の居室 → ０．５回／ｈ以上の換気能力を持つ換気設備を設置
その他の居室 → ０．３回／ｈ以上の換気能力を持つ換気設備を設置

※０．５回／ｈの換気能力とは、１時間に部屋全体の空気の１／２を入れ替えることができる能力

【参考】有効換気計算表の作成例
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詳細
P-34，36

１階の和室の場合



【参考】有効換気計算表の作成例
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詳細
P-60

採光計算や壁量計算等の解説（入門）
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採光に関する基準
換気に関する基準
構造関係規定の見直し



木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
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国資料
P-29

構造関係規定の見直し
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-２１



構造関係規定の見直し
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・・・・・・

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-２１

【参考】公益財団法人 日本住宅・木材技術センターのHP

66https://www.howtec.or.jp/publics/index/441/



施行日前後の取扱い
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【参考】工事の着手

68

工事の着手の時点

一般的には「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」又は「根切り工事」に係
る工事が開始された時点です。

完了検査等で着工日を確認する場合がありますので、改正法施行日
（R7.4.1）をまたぐ工事の場合、検査員等に資料が求められた際に提出がで
きるよう、着工日の確認できる資料の準備をお願いします。（例 着工日のわ
かる工事看板入りの工事写真、工程表等）

工事の着手に該当しない行為

• 地盤調査のための掘削行為、ボーリングの実施
• 現場の整地、やり方
• 地鎮祭の挙行
• 現場の仮囲いの設置
• 現場事務所の建設
• 既設建築物の除却
• 現場への建設資材、建設機械の搬入
• 工事請負契約書の締結


